自動点呼機器導入促進助成金交付要綱
公益社団法人 島根県トラック協会

（目　　的）

第１条　この要綱は、公益社団法人島根県トラック協会（以下「島ト協」という。）
が行う、会員（賛助会員含む）事業者（以下「会員」という。）の自動点呼機器の導入に対する助成金の交付に関して、必要な事項を定め、適正かつ円滑に事業を推進することを目的とする。

（助成対象）

第２条　自動点呼機器とは、国土交通省が認定した機器又はシステム及びその周辺機器とする。
２　新たに機器を導入（サービスの利用を開始）し、かつ国土交通省に自動点呼の届出を行った会員を対象とする。
（助成金の交付額）

第３条　島ト協は、自動点呼機器導入助成金交付の申請があった場合、予算の範囲
内で助成することができる。上記機器及びシステムの導入にかかる諸経費（セットアップ費用等）を含むものとして、単年度に助成できる台数は、１会員あたり１台分を限度とする。但し、安全性優良事業所（Gマーク事業所）を有する事業者であれば２台分を限度とする。なお、消費税は導入費用に含まないものとする。
２　自動点呼機器導入の助成金額は、１台に対して１０万円を上限、安全性優良事業所（Gマーク事業所）を有する事業者は２台分の２０万円を上限とする。但し、導入費用が助成金額に満たない場合はその実費とする。
（助成金の交付申請）

第４条　自動点呼機器を導入し、助成金の交付を受けようとする会員事業者は、様式１「自動点呼機器導入促進助成金交付書」に見積書を添付して、島ト協に申請するものとする。
（助成金の交付決定）

第５条　島ト協は、前条の申請があった場合、速やかに本要綱と照合し、適正と認
めたときは、助成金の交付決定をし、様式２「自動点呼機器導入促進助成金交付承認書」（以下「承認書」という。）により、申請者に対し通知する。
（機器の設置期限）

第６条　承認を受けた会員は、販売取扱店で直接設置を行う。

２　設置期限は、当該年度の２月２０日までとする。
（精算方法）

第７条　設置を完了した会員は、設置費用を取扱事業者に支払う。

２　設置した会員は、様式３「自動点呼機器導入促進助成金請求書」に領収書（写）、契約書またはサービス利用申込書等（写）、会員事業者が国土交通省に届出をして受理された書類等（写）を添え、島ト協に当該年度の２月末までに請求する。但し、２月末が土日の場合は直前の金曜日とする。
（助成金の交付）

第８条　島ト協は、前条の請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査
し、結果が適切と認めたときは、会員に助成金を支払うものとする。

附　　則

本要綱は、令和４年３月１７日より施行する。
令和　５年　３月１７日　一部改正
令和　８年　３月１９日　一部改正
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